
兵庫県地球温暖化防止活動推進員及び推進協力員募集要項

兵庫県では、県民・事業者・行政が一体となり、地球から地球温暖化防止に取り組むためのマスタ

ープランであるとともに行動指針として、平成12年７月に「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を策

定し、2010年度において、1990年度比６％の温室効果ガス（二酸化炭素等）の削減を図ることとして

います。

この計画に基づく取組の普及を図るため 「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター」を平成12年４、

月に設置するとともに、これを拠点としつつ、地域での活動の実践や啓発を行う「兵庫県地球温暖化

防止活動推進員 （以下「推進員といいます ）を平成12年８月に知事から委嘱し、平成14年４月には」 。

第２期推進員を委嘱したところです。

また、推進員と連携・協力して取組を進める「兵庫県地球温暖化防止活動推進協力員 （以下「協力」

員」といいます ）を委嘱し、さらにその取組を推進しています。。

この推進員・協力員の任期が本年度末で終了することから、下記のとおり第３期推進員及び第２期

協力員を募集します。

記

１ 推進員・協力員の活動内容

県民局の所管する10の地域（神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、

丹波、淡路）ごとに配置され、活動することとなります。

(1) 推進員

推進員は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき知事が委嘱します。

自らの日常生活において地球温暖化防止活動を実践しながら、県民に対しきめ細やかな普及啓

発を行うとともに、地域における地球温暖化防止活動のプランナー、コーディネーターとして活

動をボランティアで行っていただきます。

また、地球温暖化対策のための国又は県・市町の施策に必要な協力を行うとともに、他の推進

員・協力員と連携し、活動が地域に広がるよう努めていただきます。

(2) 協力員

自らの日常生活において地球温暖化防止活動を実践し、推進員と連携・協力しながら地域住民

の中に入り実践活動の先導をボランティアで行っていただきます。

２ 任期

平成１６年４月１日から１８年３月３１日までの２年間とします。

ただし、任期途中から委嘱を行った場合は、その日から平成１８年３月３１日までとなります。

３ 募集人数

(1) 推進員 ４６６名

(2) 協力員 １００名



４ 募集期間

平成１６年２月２日（月）から募集中

５ 応募資格

(1) 県内居住または在勤の方

(2) 地球温暖化防止活動の推進に熱意と識見のある方で１の活動ができる方

(3) 他の推進員・協力員、市町及びセンターと緊密な連携をとれる方

６ 応募方法

所定の応募用紙に、住所、氏名、応募理由、実践活動経験等をお書きのうえ、居住または在勤の

市町環境保全担当課あて郵送または持参してください。

、 、 。 、なお 応募用紙は市町環境保全担当課 県民局環境課及び生活科学センター等にあります また

兵庫県環境局のホームページにも掲載していますが、問い合わせ先に電話またはＦＡＸいただけれ

ば、お送りいたします。

※県環境局ＨＰ http://www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/index.html

７ その他

(1) 選考の結果は各応募者に通知します。

(2) 推進員については 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２３条の規程に基づく知事から、

の委嘱状のほか、推進員証をお渡しします。

(3) 協力員については、知事からの委嘱状をお渡しします。

(4) 活動中の事故に備えてボランティア保険に加入します。

(5) 活動の参考となる情報等を記載した活動の手引きを配布します。

８ 問い合わせ先

兵庫県健康生活部環境局大気課地球環境係

TEL 078-341-7711（内線3366、3367） FAX 078-362-3966


